
第八号様式　〔第23条の６、第23条の10関係〕

株式会社富士ボーティング

令和7年8月4日

静岡県沼津市馬込１９番地の４

岩﨑　正芳

静浦漁港～（千本沖）～静浦漁港
航路の起点、寄港地
及び終点又は航行す
る 水 域

係留施設の名称及び
位 置

静浦漁港
静岡県沼津市馬込１９番地の４

住 所

代 表 者 の 氏 名
（ 法 人 の 場 合 ）

氏 名 又 は 名 称

一 般 不 定 期 航 路 事 業 者 登 録 簿

東海一不第38号登 録 番 号

登 録 年 月 日



第八号様式　〔第23条の６、第23条の10関係〕

使用する船舶に関する
事項

7.3 253-8331

(COCKTAIL) ５ ト ン 未 満 241-16852

(SC32)

ネ オ パ ラ ダ イ ス SF 12 241-9947


